
無料！

開催日程 会　　場

※健診内容等についての詳細は、10月中旬に従業員様のご自宅にお送りしているご案内を
　ご確認ください。
※受診券やご案内が届いてない場合は、保健グループ（087-811-0574）までご連絡ください。

職場内で掲示・回覧ください。職場内で掲示・回覧ください。

協会けんぽ香川支部からのお知らせ協会けんぽ香川支部からのお知らせ 令和２年１1月号令和２年１1月号

集団特定健診を受診しましょう！

事業者健診（定期健康診断）結果の提供にご協力ください

　今年度、協会けんぽの特定健診を受診していない被扶養者の方を対象に、集団
特定健診の申込みを受付中です。ぜひこの機会に受診していただきますよう、
従業員様を通じてご家族の方（40歳から74歳）にお声掛けください。

●日程・会場 ●受診までの流れ
10月中旬、従業員様の
ご自宅にご案内
　　

ご案内に同封の申込
ハガキに記入、投函
　　

健診日の3日前までに
問診票等が届きます
　　

受診券、保険証、問診票
を持参し受診

生活習慣病予防健診を利用されていない事業主様へ

事業者健診結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果
が期待できる方に対し、健康サポートを無料で行っています。メ

リ
ッ
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協会けんぽ香川支部の健診受診率
アップに繋がります。
健診受診率がアップすれば、健康保険
料率引き下げの効果が期待できます。

3ヶ月間健康サポートに
取り組まれた方は、効果
測定のため、無料で血液
検査等が受けられます。

12月 １日（火）

12月 ４日（金）　

12月10日（木）

12月11日（金）

12月15日（火）
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小豆島農村環境改善センター

瓦町フラッグ

観音寺市民会館

綾歌総合文化会館(アイレックス)

サンメッセ香川

事業者健診結果提供に係る同意書 を提出して特定保健指導を利用しましょう！

同意書をご提出いただくメリット

対象者がいる事業所
様へ協会けんぽより
ご案内いたします。
事業所様は、場所と
時間のご提供をお願
いいたします。

・生活習慣改善目標の設定
・具体策の提案、実行

面談、電話、手紙などでアドバイス

目標を達成できたかチェック
「生活習慣の
改善が必要」と
判定された方

保健師や
管理栄養士

さらに



お届け時期

提 出 期 限

令和２年10月中
令和２年11月30日（月）

お届け時期

お 届 け 先

お知らせに
記載する期間

間もなく締め切りです

※「被扶養者状況リスト」が見当たらない場合は、専用ダイヤル（0570-057-150）までご連絡ください。
※今年度は、被保険者と別居している方および海外に在住している方については添付書類が必要です。

皆様のご協力が、
高齢者医療制度への拠出金の
軽減につながっています

皆様のご協力が、
高齢者医療制度への拠出金の
軽減につながっています

●令和元年度の実施効果●
扶養解除となった人数　：約6.6万人
協会けんぽの負担軽減額：約15億円

（令和2年3月末日現在）

R2.1～R2.9の加入者の
医療費の支払い額

120,000
円

087-811-0572  業務グループ
087-811-0573  レセプトグループ
087-811-0574  保健グループ
087-811-0570  代表 企画総務グループ 

（保険給付・任意継続・保険証等）
（医療費のお知らせ・交通事故等）
（健診・保健指導等）
（ジェネリック医薬品・メールマガジン等）

〒760-8564　高松市鍛冶屋町３　香川三友ビル７階
申請書等提出先・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

メルマガ登録
大募集中！

　協会けんぽからお送りしている「被扶養者状況リスト」にて、対象者の資格をご確認いただき、
同封の返信用封筒でご提出ください。

　協会けんぽでは、加入者の皆様自らが健康管理への意識を高めていただくことを目的に、保険証
を使用して医療機関等を受診された記録「医療費のお知らせ」を年に一回お送りしています。

被扶養者状況リストの提出はお済みですか

「医療費のお知らせ」をお送りします

ご協力ありがとうございました(^^)/

●個人宛の封筒は開封せず 被保険者様
にお渡しください。
●期間中に医療機関等を受診されてい
ない方は作成されません。
●すでに退職されている方のお知らせ
は、お手数ですが、同封の返信用封筒
にて協会けんぽへご返送ください。

事
業
主
様
へ
の
お
願
い

確定申告（医療費控除）に利用できます。

※医療費のお知らせについては、レセプトグループ（087-811-0573）までお問い合わせください。

• 令和2年10月～12月診療分については、医療機
関等からの領収書に基づき作成した医療費控除
の明細書を申告書に追加して添付してください。
• 確定申告については、税務署へお問い合わせくだ
さい。

令和３年1月中旬から下旬
お勤めの事業所様あてにお届けします
ので被保険者様に配付をお願いします
令和元年10月診療分から
令和２年9月診療分まで


